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はじめに

本資料をダウンロード頂きありがとうござ
います。

緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族
等からの要請に基づき、居宅サービス計画
に位置付けられていない訪問介護を緊急に
行うことを評価する加算として設けられて
います。

本資料は、緊急時訪問介護加算の算定に向
けた前提となる情報を把握するために活用
いただく資料となっています。

具体的な解釈や申請等については、公表さ
れている最新情報をもとに、所轄官庁へお
問い合わせいただきますよう何卒宜しくお
願い致します。

　

3



緊急時訪問介護加算の単位数

緊急時訪問介護加算は、１回の要請につき１回を限度として算定することができます。

　

加算の種類 単位数

緊急時訪問介護加算 １００単位／回
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緊急時訪問介護加算の算定要件

● 利用者やその家族等からの要請に基づき、要請を受けてから２４時間以内に、居宅サー
ビス計画に位置付けられていない緊急の訪問介護を行っていること。

● サービス提供責任者が、担当の介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が訪問介
護を提供する必要があると判断していること。

● 要請のあった時間、要請の内容、訪問介護の提供時刻、緊急時訪問介護加算の算定対象
である旨等を記録していること。

　

緊急時訪問介護加算のポイント

サービス提供責任者は、『事前に』介護支援専門員と連携を図ることが求められています。
そして、介護支援専門員が要請された日時・時間帯に身体介護中心型の訪問介護が必要だと
判断することで加算を算定できます。

ただし、『やむを得ない事由により、事前の連携が図れない場合』は、身体介護中心型の訪
問介護を提供し、『事後に』介護支援専門員によって当該訪問介護が必要であったと判断さ
れた場合は、加算を算定することができます。
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緊急時訪問介護加算の留意点

● 緊急時の訪問介護は身体介護が中心のものに限ります。

● １回の要請につき１回を限度として、緊急時訪問介護加算を算定できます。

● 加算の対象となる訪問介護の所要時間は、その内容に応じた標準的な時間を介護支援専
門員が判断します。ただし、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して所要時間が変更
されることがあります。

● 緊急時の訪問介護は、所要時間が２０分未満であっても、２０分未満の身体介護中心型
の所定単位数と緊急時訪問介護加算を算定することができます。

● 緊急時の訪問介護は、前回の訪問介護からの間隔が２時間未満でも、それぞれの所要時
間に応じた所定単位数を算定します。（時間を合算せず、それぞれの単位数を算定する
ことができます。）
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A.
要請内容から想定される、具体的なサービス内容にかかる標準的な時間とする。したがっ
て、要請内容については適切に把握しておくこと。
また、本加算の特性上、要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから、現
場の状況を介護支援専門員に報告した上で、介護支援専門員が、当初の要請内容からは想定
しがたい内容のサービス提供が必要と判断（事後の判断を含む。）した場合は、実際に提供
したサービス内容に応じた標準的な時間（現に要した時間ではないことに留意すること。）
とすることも可能である。
なお、緊急時訪問介護加算の算定時は、前後の訪問介護との間隔は概ね2時間未満であって
も所要時間を合算する必要はなく、所要時間20分未満の身体介護中心型（緊急時訪問介護加
算の算定時に限り、20分未満の身体介護に引き続き生活援助中心型を行う場合の加算を行う
ことも可能）の算定は可能であるが、通常の訪問介護費の算定時と同様、訪問介護の内容が
安否確認・健康チェック等の場合は、訪問介護費の算定対象とならないことに留意するこ
と。

緊急時訪問介護加算のQ&A

Q.
緊急時訪問介護加算の算定時における訪問介護の所要時間はどのように決定するのか。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A（Vol.1）平成24年3月16日　問16
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A.
緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
①指定訪問介護事業所における事務処理
・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
②指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと（すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用
票の変更等、最小限の修正で差し支えない。）

緊急時訪問介護加算のQ&A

Q.
緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要
か。

平成21年4月改定関係Q&A（Vol.1）平成21年3月23日　問31
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A.
この場合は、緊急時訪問介護加算の対象とはならない。

緊急時訪問介護加算のQ&A

Q.
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急
時訪問介護加算の対象とはなるか。

平成21年4月改定関係Q&A（Vol.1）平成21年3月23日　問32
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A.
緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を
行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を
必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算
定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要が
ある。

緊急時訪問介護加算のQ&A

Q.
緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

平成21年4月改定関係Q&A（Vol.1）平成21年3月23日　問34
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